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厚真町表彰条例 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

  

第1条～第3条 （略） 第1条～第3条 （略） 

(栄誉賞等の授与) (栄誉賞等の授与) 

第4条 町長は、広く町民に敬愛され、希望と

活力を与えていると認めた個人又は団体に

対しては、その功績をたたえて、次の賞を

授与する。 

第4条 町長は、広く町民に敬愛され、希望と

活力を与えていると認めた個人又は団体に

対しては、その功績をたたえて、次の賞を

授与する。 

(1) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野にお

いて、輝かしい活躍をし、その功績が特

に顕著なもの 

(1) 栄誉章 文化、スポーツ等の分野にお

いて、輝かしい活躍をし、その功績が特

に顕著なもの 

(2) （略） (2) （略） 

第5条・第6条 （略） 第5条・第6条 （略） 

(表彰の期日) (表彰の期日) 

第7条 （略） 第7条 （略） 

2 前項の規定に関わらず、第4条の栄誉賞等

の授与及び金員の寄附による善行賞の授与

は、随時行うことができるものとする。 

2 前項の規定に関わらず、金員の寄附による

善行賞の授与は、随時行うことができるも

のとする。 

(委任) (委任) 

第8条 （略） 第8条 （略） 
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◆厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の趣旨 

    今般の改正は主に、令和６年８月８日の人事院が行った「公務員人事管理に関する報

告」における「仕事と生活の両立支援の拡充」の一部の項目に対応するものであり、子

の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と仕事と介護の両立支援制

度を利用しやすい勤務環境の整備が目的である。 

  

２ 改正の内容 

 

  （１） 超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大 

   時間外労働の制限が、現行の子どもが「３歳になるまで」から「小学校就学前」 

   の子どもをもつ職員へと拡大 

 

  （２） 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備 

   介護と仕事の両立支援制度の利用を職員が申し出やすいよう、以下のいずれかの 

   措置の実施を行う。 

    ①研修の実施 

    ②相談体制の整備（相談窓口設置） 

    ③休業や制度の利用について、事例の収集・提供 

    ④休業や制度の利用促進に関する方針の周知 

 

  （３） 介護に直面した職員への両立支援制度の個別周知・意向確認 

 

３ 施行時期 

   令和７年４月１日より 
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厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

第 1条～第 7条  （略）  第 1条～第 7条  （略）  

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務

及び時間外勤務の制限 )  

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務

及び時間外勤務の制限 )  

第 8条  （略）  第 8条  （略）  

2 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員が、規則で

定めるところにより、当該子を養育

するために請求した場合には、当該

請求をした職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難

である場合を除き、前条第 2項に規定

する勤務 (災害その他避けることので

きない事由に基づく臨時の勤務を除

く。次項において同じ。 )をさせては

ならない。  

2 任命権者は、 3歳に満たない子のあ

る職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育するために請求し

た場合には、当該請求をした職員の

業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である場合を除

き、前条第 2項に規定する勤務 (災害そ

の他避けることのできない事由に基

づく臨時の勤務を除く。次項におい

て同じ。 )をさせてはならない。  

3 （略）  3 （略）  

4 前 3項の規定は、第 15条第 1項に規定

する日常生活を営むのに支障がある

者を介護する職員について準用す

る。この場合において、第 1項中「小

学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員 (職員の配偶者で当該子の親

であるものが、深夜 (午後 10時から翌

日の午前 5時までの間をいう。以下同

じ。 )において常態として当該子を養

4 前 3項の規定は、第 15条第 1項に規定

する日常生活を営むのに支障がある

者を介護する職員について準用す

る。この場合において、第 1項中「小

学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員 (職員の配偶者で当該子の親

であるものが、深夜 (午後 10時から翌

日の午前 5時までの間をいう。以下同

じ。 )において常態として当該子を養
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厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における

当該職員を除く。)が、当該子を養育」

とあり、並びに第 2項及び前項中「小

学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員 (職員の配偶者で当該子の親

であるものが、常態として当該子を

養育することができるものとして規

則で定める者に該当する場合におけ

る当該職員を除く。 )が、当該子を養

育」とあるのは、「第 15条第 1項に規

定する日常生活を営むのに支障があ

る者 (以下「要介護者」という。)のあ

る職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、第 1項

中「深夜における」とあるのは「深

夜 (午後 10時から翌日の午前 5時まで

の間をいう。)における」と、第 2項中

「当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著し

く困難である」とあるのは「公務の

運営に支障がある」と読み替えるも

のとする。  

育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における

当該職員を除く。)が、当該子を養育」

とあり、第 2項中「 3歳に満たない子

のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあり、及

び前項中「小学校就学の始期に達す

るまでの子のある職員 (職員の配偶者

で当該子の親であるものが、常態と

して当該子を養育することができる

ものとして規則で定める者に該当す

る場合における当該職員を除く。)が、

当該子を養育」とあるのは、「第 15

条第 1項に規定する日常生活を営む

のに支障がある者 (以下「要介護者」

という。 )のある職員が、規則で定め

るところにより、当該要介護者を介

護」と、第 1項中「深夜における」と

あるのは「深夜 (午後 10時から翌日の

午前 5時までの間をいう。 )における」

と、第 2項中「当該請求をした職員の

業務を処理するための措置を講ずる

ことが著しく困難である」とあるの

は「公務の運営に支障がある」と読

み替えるものとする。  
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厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

5 （略）  5 （略）  

第 8条の 2～第 14条  （略）  第 8条の 2～第 14条  （略）  

(介護休暇 ) (介護休暇 ) 

第 15条  介護休暇は、職員が要介護者

(配偶者 (届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。

以下この項において同じ。 )、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定め

る者 (第 17条の 2第 1項において「配偶

者等」という。 )で負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるもの

をいう。以下同じ。 )の介護をするた

め、規則で定めるところにより、職

員の申出に基づき、要介護者の各々

が当該介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、 3回を超えず、かつ、

通算して 6月を超えない範囲内で指

定する期間 (以下「指定期間」という。)

内において勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇

とする。  

第 15条  介護休暇は、職員が要介護者

(配偶者 (届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。

以下この項において同じ。 )、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定め

る者で負傷、疾病又は老齢により規

則で定める期間にわたり日常生活を

営むのに支障があるものをいう。以

下同じ。 )の介護をするため、規則で

定めるところにより、職員の申出に

基づき、要介護者の各々が当該介護

を必要とする一の継続する状態ごと

に、 3回を超えず、かつ、通算して 6

月を超えない範囲内で指定する期間

(以下「指定期間」という。)内におい

て勤務しないことが相当であると認

められる場合における休暇とする。  

2･3 （略）  2･3 （略）  

第 15条の 2～第 17条  （略）  第 15条の 2～第 17条  （略）  

(配偶者等が介護を必要とする状況に  
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厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

至った職員に対する意向確認等 ) 

第 17条の 2 任命権者は、職員が配偶者

等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、

当該職員に対して、仕事と介護との

両立に資する制度又は措置 (以下この

条及び次条において「介護両立支援

制度等」という。 )その他の事項を知

らせるとともに、介護両立支援制度

等の申告、請求又は申出 (次条におい

て「請求等」という。 )に係る当該職

員の意向を確認するための面談その

他の措置を講じなければならない。  

2 任命権者は、職員に対して、当該 4

0歳に達した日の属する年度 (4月 1日

から翌年の 3月 31日までをいう。 )に

おいて、前項に規定する事項を知ら

せなければならない。  

(勤務環境の整備に関する措置 ) 

第 17条の 3 任命権者は、介護両立支援

制度等の請求等が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講

じなければならない。  

(1) 職員に対する介護両立支援制度

等に係る研修の実施  
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厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

(2) 介護両立支援制度等に関する相

談体制の整備  

(3) その他介護両立支援制度等に係

る勤務環境の整備に関する措置  

第 18条･第 19条  （略）  第 18条･第 19条  （略）  
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厚真町職員の育児休業等に関する条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

第 1条～第 19条  （略）  第 1条～第 19条  （略）  

(部分休業の承認 ) (部分休業の承認 ) 

第 20条  （略）  第 20条  （略）  

2 （略）  2 （略）  

3 非常勤職員に対する部分休業の承

認については、1日につき、当該非常

勤職員について 1日につき定められ

た勤務時間から 5時間 45分を減じた

時間を超えない範囲で (当該非常勤職

員が育児時間又は育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律 (平成 3年法律第

76号 )第 61条の 2第 20項の規定による

介護をするための時間 (以下「介護を

するための時間」という。 )の承認を

受けて勤務しない場合にあっては、

当該時間を超えない範囲で、かつ、2

時間から当該育児時間又は当該介護

をするための時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えな

い範囲で )行うものとする。  

3 非常勤職員に対する部分休業の承

認については、1日につき、当該非常

勤職員について 1日につき定められ

た勤務時間から 5時間 45分を減じた

時間を超えない範囲で (当該非常勤職

員が育児時間又は育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律 (平成 3年法律第

76号 )第 61条第 32項において読み替

えて準用する同条第 29項の規定によ

る介護をするための時間 (以下「介護

をするための時間」という。 )の承認

を受けて勤務しない場合にあって

は、当該時間を超えない範囲で、か

つ、2時間から当該育児時間又は当該

介護をするための時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超

えない範囲で )行うものとする。  

第 21条～第 24条  （略）  第 21条～第 24条  （略）  

 

－9－



地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  

新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

本  則  (略 ) 本  則  (略 ) 

附  則  

第 1 条～第 4 条（略）   

附  則  

第 1 条～第 4 条（略）   

（厚真町一般職の給与に関する条例の

一部改正に伴う経過措置）  

第 5 条  (略 ) 

1～ 4 (略 ) 

5 (略 ) 

6 (略 ) 

7 (略 ) 

 

 

 

（厚真町一般職の給与に関する条例の

一部改正に伴う経過措置）  

第 5 条  (略 ) 

1～ 4 (略 ) 

5 暫定再任用職員は､定年前再任用短

時間勤務職員とみなして､新給与条

例第 18 条第 3 項の規定を適用する｡ 

6 新給与条例第 18 条の 5 第 1 項の職

員に暫定再任用職員が含まれる場合

における勤勉手当の額の同条第 2 項

各号に掲げる職員の区分ごとの総額

の算定に係る同項の規定の適用につ

いては、同項第 1 号中「定年前再任

用短時間勤務職員」とあるのは「定

年前再任用短時間勤務職員及び地方

公務員法の一部を改正する法律（令

和 3 年法律第 63 号）附則第 4 条第 1

項若しくは第 2 項、第 5 条第 1 項若

しくは第 3 項、第 6 条第 1 項若しく

は第 2 項又は第 7 条第 1 項若しくは

第 3 項の規定により採用された職員

（次号において「暫定再任用職員」
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地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  

新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

という。）」と、同項第 2 号中「定年

前再任用短時間勤務職員」とあるの

は「定年前再任用短時間勤務職員及

び暫定再任用職員」とする。  

7 (略 ) 

8 (略 ) 

 （厚真町職員の寒冷地手当に関する条

例の一部改正に伴う経過措置）  

第 6 条  第 8 条の規定による改正後の

厚真町職員の寒冷地手当に関する条

例の規定は、暫定再任用職員には適

用しない。  

 

 

－11－



厚真町外国青年英語指導助手の報酬及び費用弁償支給条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

本  則  （略）  本  則  （略）  

別表 (第 2条関係 ) 別表 (第 2条関係 ) 

任用  報酬額  

1年目  335,000円  

再度の任用  2年目  345,000円  

3年目  355,000円  

4年目、5年目  360,000円  
 

任用  報酬額  

1年目  280,000円  

再度の任用  2年目  300,000円  

3年目  325,000円  

4年目、5年目  330,000円  
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厚真町国民健康保険条例の一部改正について 

 

１ 改正の内容 

（１）国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第３２号）に

伴う改正 

① 国民健康保険の保険料の賦課限度額を６５万円から６６万円に引き上

げ（第１８条の６、第２２条第１項、第２２条第３項及び同条第４項、第

２２条の４第１項、第３項、第４項、第５項、第７項及び第８項） 

   後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を２４万円から２６万円に

引き上げ（第１８条の６の１２、第２２条第３項、第２２条の４第３項及び

第７項） 

② 低所得者の保険料の減額に係る所得判定基準の変更（第２２条第１項 

第２号及び同項第３号） 

低所得者に対する被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得

判定基準について、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を 

２９万５千円 から３０万５千円に、２割軽減の基準については被保険者数

に乗ずる金額を５４万５千円から５６万円に引き上げ  

 

（２）保険料率の改定 

北海道の示す令和７年度国民健康保険料標準保険料率に合わせて保険料率

の改定を行う。（第１８条第１項第１号、同条同項第３号及び第４号、第１８

条の６の６第１項第１号、同条同項第３号及び第４号、第１８条の１１第１項

第１号、同条同項第３号及び第４号） 

 

【令和７年度】 

 所得割 均等割 平等割 賦課限度額 

医療費給付分 8.74％ 30,514円 30,287円 66万円 

後期高齢者支援金分 2.61％ 9,330円 9,261円 26万円 

介護納付金分 1.96％ 9,375円 7,354円 17万円 

※所得割：加入者の所得から基礎控除額を差し引いた額に応じて計算 

     資産割廃止に伴う激変緩和措置のための基金繰入を考慮 

※均等割：加入者一人あたりの額 

※平等割：１世帯あたりの額 

 

【参考】令和６年度実績 

 所得割 均等割 平等割 賦課限度額 

医療費給付分 7.58％ 31,922円 37,732円 65万円 

後期高齢者支援金分 2.54％ 10,754円 12,711円 24万円 

介護納付金分 1.84％ 12,323円 10,554円 17万円 
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

第 1条～第 17条  （略）  第 1条～第 17条  （略）  

（基礎賦課額の保険料率）  （基礎賦課額の保険料率）  

第 18条  被保険者に係る基礎賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。  

第 18条  被保険者に係る基礎賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。  

(1) 所得割  (1) 所得割  

第 15条第 1項の所得割の保険料率

は 100分の 8.74とする。  

第 15条第 1項の所得割の保険料率

は 100分の 7.58とする。  

(2) （略）  (2) （略）  

(3) 被保険者均等割  (3) 被保険者均等割  

第 14条第 1項の被保険者均等割額

は、被保険者 1人について 30,514円

とする。  

第 14条第 1項の被保険者均等割額

は、被保険者 1人について 31,922円

とする。  

(4) 第 14条第 1項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。  

(4) 第 14条第 1項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。  

ア  特定世帯 (特定同一世帯所属者

(法第 6条第 8号に該当したことに

より被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世

帯に属する者をいう。以下同じ。)

と同一の世帯に属する一般被保

険者が属する世帯であって同日

ア  特定世帯 (特定同一世帯所属者

(法第 6条第 8号に該当したことに

より被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世

帯に属する者をいう。以下同じ。)

と同一の世帯に属する一般被保

険者が属する世帯であって同日
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

の属する月 (以下「特定月」とい

う。)以後 5年を経過する月までの

間にあるもの (当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。以下

「特定世帯」という。)の数に 2分

の 1を乗じて得た数と特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する

一般被保険者が属する世帯であ

って特定月以後 5年を経過する月

の翌月から特定月以後 8年を経過

する月までの間にあるもの (当該

世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。以下「特定継続世帯」

という。 ))以外の世帯  30,287円  

の属する月 (以下「特定月」とい

う。)以後 5年を経過する月までの

間にあるもの (当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。以下

「特定世帯」という。)の数に 2分

の 1を乗じて得た数と特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する

一般被保険者が属する世帯であ

って特定月以後 5年を経過する月

の翌月から特定月以後 8年を経過

する月までの間にあるもの (当該

世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。以下「特定継続世帯」

という。 ))以外の世帯  37,732円  

イ  特定世帯  15,143円  イ  特定世帯  18,866円  

ウ  特定継続世帯  22,715円  ウ  特定継続世帯  28,299円  

2･3 （略）  2･3 （略）  

第 18条の 2～第 18条の 5の 2 （略）  第 18条の 2～第 18条の 5の 2 （略）  

(基礎賦課限度額 ) (基礎賦課限度額 ) 

第 18条の 6 第 14条の基礎賦課額は、 6

6万円を超えることができない。  

第 18条の 6 第 14条の基礎賦課額は、 6

5万円を超えることができない。  

第 18条の 6の 2～第 18条の 6の 5 （略） 第 18条の 6の 2～第 18条の 6の 5 （略） 

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率 ) 

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率 ) 
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

第 18条の 6の 6 後期高齢者支援金等賦

課額の保険料率は、次のとおりとす

る。  

第 18条の 6の 6 後期高齢者支援金等賦

課額の保険料率は、次のとおりとす

る。  

(1) 第 18条の 6の 4の所得割の保険

料率は 100分の 2.61とする。  

(1) 第 18条の 6の 4の所得割の保険

料率は 100分の 2.54とする。  

(2)  （略）  (2)  （略）  

(3) 第 18条の 6の 3の被保険者均等

割額は、被保険者 1人について 9,33

0円とする。  

(3) 第 18条の 6の 3の被保険者均等

割額は、被保険者 1人について 10,7

54円とする。  

(4) 第 18条の 6の 3の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める

額とする。  

(4) 第 18条の 6の 3の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める

額とする。  

ア  特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯  9,261円  

ア  特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯  12,711円  

イ  特定世帯  4,630円  イ  特定世帯  6,355円  

ウ  特定継続世帯  6,945円  ウ  特定継続世帯  9,533円  

2･3 （略）  2･3 （略）  

第 18条の 6の 7～第 18条の 6の 11 （略） 第 18条の 6の 7～第 18条の 6の 11 （略） 

(後期高齢者支援金等賦課限度額 ) (後期高齢者支援金等賦課限度額 ) 

第 18条の 6の 12 第 18条の 6の 3の後期

高齢者支援金等賦課額は、 26万円を

超えることができない。  

第 18条の 6の 12 第 18条の 6の 3の後期

高齢者支援金等賦課額は、 24万円を

超えることができない。  

第 18条の 7～第 18条の 10 （略）  第 18条の 7～第 18条の 10 （略）  
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

て得た額が 66万円を超える場合に

は、 66万円 )とする。  

て得た額が 65万円を超える場合に

は、 65万円 )とする。  

(1) （略）  (1) （略）  

(2) 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第 314条の 2第 2項

第 1号に定める金額 (世帯主等のう

ち給与所得者等の数が 2以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から 1を減じた

数に 10万円を乗じて得た金額を加

えた金額 )に 30万 5千円に当該年度

の保険料賦課期日 (賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。 )現在に

おいて当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であって前号に該当

する者以外の者  アに掲げる額に

当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされる

(2) 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合

算額が、地方税法第 314条の 2第 2項

第 1号に定める金額 (世帯主等のう

ち給与所得者等の数が 2以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から 1を減じた

数に 10万円を乗じて得た金額を加

えた金額 )に 29万 5千円に当該年度

の保険料賦課期日 (賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。 )現在に

おいて当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であって前号に該当

する者以外の者  アに掲げる額に

当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされる
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

ものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額  

ものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額  

ア  当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料率に 10分

の 5を乗じて得た額  

ア  当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料率に 10分

の 5を乗じて得た額  

イ  当該年度分の基礎賦課額の世

帯別平等割の保険料率に 10分の 5

を乗じて得た額  

イ  当該年度分の基礎賦課額の世

帯別平等割の保険料率に 10分の 5

を乗じて得た額  

(3) 第 1号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第 314条の 2第 2

項第 1号に定める金額 (世帯主等の

うち給与所得者等の数が 2以上の場

合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から 1を減じ

た数に 10万円を乗じて得た金額を

加えた金額 )に 56万円に当該年度の

保険料賦課期日 (賦課期日後に保険

料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。 )現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の

(3) 第 1号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第 314条の 2第 2

項第 1号に定める金額 (世帯主等の

うち給与所得者等の数が 2以上の場

合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から 1を減じ

た数に 10万円を乗じて得た金額を

加えた金額 )に 54万 5千円に当該年

度の保険料賦課期日 (賦課期日後に

保険料の納付義務が発生した場合

にはその発生した日とする。 )現在

において当該世帯に属する被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険
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改  正  後  改  正  前  

納付義務者であって前 2号に該当す

る者以外の者  アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とイに掲げ

る額とを合算した額  

料の納付義務者であって前 2号に該

当する者以外の者  アに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額  

ア  当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料率に 10分

の 2を乗じて得た額  

ア  当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料率に 10分

の 2を乗じて得た額  

イ  当該年度分の基礎賦課額の世

帯別平等割の保険料率に 10分の 2

を乗じて得た額  

イ  当該年度分の基礎賦課額の世

帯別平等割の保険料率に 10分の 2

を乗じて得た額  

2 （略）  2 （略）  

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金

等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦

課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 6の 3」と、「 66万円」

とあるのは「 26万円」と、前項中「第

18条」とあるのは「第 18条の 6の 6」

と読み替えるものとする。  

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金

等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦

課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 6の 3」と、「 65万円」

とあるのは「 24万円」と、前項中「第

18条」とあるのは「第 18条の 6の 6」

と読み替えるものとする。  

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付

金賦課額の減額について準用する。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付

金賦課額の減額について準用する。
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改  正  後  改  正  前  

この場合において、第 1項中「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第 14条」とあるのは「第 1

8条の 8」と、「 66万円」とあるのは

「 17万円」と、第 2項中「第 18条」と

あるのは「第 18条の 11」と読み替え

るものとする。  

この場合において、第 1項中「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第 14条」とあるのは「第 1

8条の 8」と、「 65万円」とあるのは

「 17万円」と、第 2項中「第 18条」と

あるのは「第 18条の 11」と読み替え

るものとする。  

第 22条の 2･第 22条の 3 （略）  第 22条の 2･第 22条の 3 （略）  

(出産被保険者の保険料の減額 ) (出産被保険者の保険料の減額 ) 

第 22条の 4 当該年度において、世帯に

出産被保険者 (国民健康保険法施行令

第 29条の 7第 5項第 8号に規定する出

産被保険者をいう。以下同じ。 )があ

る場合における当該世帯の納付義務

者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第 14条の基礎賦

課額から、次の各号の合算額を減額

して得た額 (当該減額して得た額が 6

6万円を超える場合には、 66万円 )と

する (第 5項に掲げる場合を除く )。  

第 22条の 4 当該年度において、世帯に

出産被保険者 (国民健康保険法施行令

第 29条の 7第 5項第 8号に規定する出

産被保険者をいう。以下同じ。 )があ

る場合における当該世帯の納付義務

者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第 14条の基礎賦

課額から、次の各号の合算額を減額

して得た額 (当該減額して得た額が 6

5万円を超える場合には、 65万円 )と

する (第 5項に掲げる場合を除く )。  

(1)･(2) （略）  (1)･(2) （略）  

2 （略）  2 （略）  

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金

等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金

等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦
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改  正  後  改  正  前  

課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 6の 3」と、「 66万円」

とあるのは「 26万円」と、第 2項中「第

18条」とあるのは「第 18条の 6の 6」

と読み替えるものとする。  

課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 6の 3」と、「 65万円」

とあるのは「 24万円」と、第 2項中「第

18条」とあるのは「第 18条の 6の 6」

と読み替えるものとする。  

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付

金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「規定す

る出産被保険者をいう。以下同じ。」

とあるのは「規定する出産被保険者

(介護納付金賦課被保険者である者に

限る。 )をいう。以下この項において

同じ。」と、「基礎賦課額」とある

のは「介護納付金賦課額」と、「第 1

4条」とあるのは「第 18条の 8」と、

「 66万円」とあるのは「 17万円」と、

第 2項中「第 18条」とあるのは「第 1

8条の 11」と読み替えるものとする。 

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付

金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「規定す

る出産被保険者をいう。以下同じ。」

とあるのは「規定する出産被保険者

(介護納付金賦課被保険者である者に

限る。 )をいう。以下この項において

同じ。」と、「基礎賦課額」とある

のは「介護納付金賦課額」と、「第 1

4条」とあるのは「第 18条の 8」と、

「 65万円」とあるのは「 17万円」と、

第 2項中「第 18条」とあるのは「第 1

8条の 11」と読み替えるものとする。 

5 当該年度において、第 22条に規定す

る基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保

険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、当該減

5 当該年度において、第 22条に規定す

る基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保

険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、当該減
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

額後の第 14条の基礎賦課額から、次

の各号の合算額を減額して得た額 (当

該減額して得た額が 66万円を超える

場合には、 66万円 )とする。  

額後の第 14条の基礎賦課額から、次

の各号の合算額を減額して得た額 (当

該減額して得た額が 65万円を超える

場合には、 65万円 )とする。  

(1)･(2) （略）  (1)･(2) （略）  

6 （略）  6 （略）  

7 前 2項の規定は、後期高齢者支援金

等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「基礎賦

課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 6の 3」と、「 66万円」

とあるのは「 26万円」と、第 6項中「第

18条」とあるのは「第 18条の 6の 6」

と読み替えるものとする。  

7 前 2項の規定は、後期高齢者支援金

等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「基礎賦

課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 6の 3」と、「 65万円」

とあるのは「 24万円」と、第 6項中「第

18条」とあるのは「第 18条の 6の 6」

と読み替えるものとする。  

8 第 5項及び第 6項の規定は、介護納付

金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「出産被

保険者」とあるのは「出産被保険者 (介

護納付金賦課被保険者である者に限

る。以下この項において同じ。)」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 8」と、「 66万円」と

あるのは「 17万円」と、第 6項中「第

8 第 5項及び第 6項の規定は、介護納付

金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「出産被

保険者」とあるのは「出産被保険者 (介

護納付金賦課被保険者である者に限

る。以下この項において同じ。)」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第 14条」とある

のは「第 18条の 8」と、「 65万円」と

あるのは「 17万円」と、第 6項中「第
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

(介護納付金賦課額の保険料率 ) (介護納付金賦課額の保険料率 ) 

第 18条の 11 介護納付金賦課被保険者

に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。  

第 18条の 11 介護納付金賦課被保険者

に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。  

(1) 所得割  (1) 所得割  

第 18条の 8第 1項の所得割の保険

料率は 100分の 1.96とする。  

第 18条の 8第 1項の所得割の保険

料率は 100分の 1.84とする。  

(2) （略）  (2) （略）  

(3) 被保険者均等割  (3) 被保険者均等割  

第 18条の 8第 1項の被保険者均等

割額は、被保険者 1人について 9,37

5円とする。  

第 18条の 8第 1項の被保険者均等

割額は、被保険者 1人について 12,3

23円とする。  

(4) 世帯別平等割  (4) 世帯別平等割  

第 18条の 8第 1項の世帯別平等割

額は、 1世帯について 7,354円とす

る。  

第 18条の 8第 1項の世帯別平等割

額は、1世帯について 10,554円とす

る。  

2･3 （略）  2･3 （略）  

第 18条の 12～第 21条  （略）  第 18条の 12～第 21条  （略）  

(低所得者の保険料の減額 ) (低所得者の保険料の減額 )  

第 22条  次の各号に該当する納付義務

者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第 14条の基礎賦

課額から、それぞれ、当該各号に定

める額を減額して得た額 (当該減額し

第 22条  次の各号に該当する納付義務

者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第 14条の基礎賦

課額から、それぞれ、当該各号に定

める額を減額して得た額 (当該減額し
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厚真町国民健康保険条例新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

18条」とあるのは「第 18条の 11」と

読み替えるものとする。  

18条」とあるのは「第 18条の 11」と

読み替えるものとする。  
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厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例  新旧対照表  

改  正  後  改  正  前  

本  則  （略）  本  則  （略）  

別表 (第 3条関係 ) 別表 (第 3条関係 ) 

団地名  住宅名  位置  種別  

かみあ

つまき

らりタ

ウン  

子育て

支援住

宅  

勇払郡厚真

町字上厚真

544番地ほ

か  

地域優良

賃貸住宅  

ハート

フルタ

ウン  

勇払郡厚真

町表町 44番

地の 4 

上厚真

あかり

団地  

勇払郡厚真

町字上厚真

10番地 3ほ

か  

上厚真

めいぷ

るタウ

ン  

勇払郡厚真

町字上厚真

10番地 5ほ

か  

上厚真

エコタ

ウン  

勇払郡厚真

町字上厚真

18番地 1 
 

団地名  住宅名  位置  種別  

かみあ

つまき

らりタ

ウン  

子育て

支援住

宅  

勇払郡厚真

町字上厚真

544番地ほ

か  

地域優良

賃貸住宅  

ハート

フルタ

ウン  

勇払郡厚真

町表町 44番

地の 4 

上厚真

あかり

団地  

勇払郡厚真

町字上厚真

10番地 3ほ

か  

上厚真

めいぷ

るタウ

ン  

勇払郡厚真

町字上厚真

10番地 5ほ

か  
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買取型子育て支援住宅整備事業 財産取得に関する資料 

 

（１）事業概要売買仮契約締結者 

 ・事業概要 

  買取型子育て支援住宅整備に係る設計、施工を一括して行う事業者をプロポーザル 

方式において提案を募り、審査により優先交渉権者を選定し、業務内容等について基 

本協定で定め、設計及び調査を行ない、設計成果について町の確認を経て、買取予定 

価格を定め、本協定を締結する。その後、施工し、完成後に町の完成検査を経て、町 

が住宅を買取る事業である。 

 

・本協定締結者 

 本協定締結日 ：令和 ６年１０月２１日 

 本協定締結者名：大鎮キムラ建設株式会社 

           

（２）設計概要 

① 施設整備場所 勇払郡厚真町字上厚真 18-1 の内 

② 施設用途等 地域優良賃貸住宅（子育て支援住宅） ３棟 

③ 規模・構造等 

木造 平屋建  延床面積： 109.72 ㎡ 

木造 ２階建  延床面積： 105.16 ㎡ 

木造 ２階建  延床面積： 101.84 ㎡ 

 

（３）買取予定価格 

① 買取予定価格 
96,800,000 円 

（内、消費税相当額 8,800,000 円） 

② 価格に含まれる内容 

建築工事費一式、電気設備工事費一式 

機械設備工事費一式、外構工事費一式 

設計費一式、工事監理費一式 
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 平面図（Ａ棟） 

買取型子育て支援住宅整備事業（１工区） 
附近案内 

厚南会館 

建設地：勇払郡厚真町字上厚真 18-1 の内 

ＬＤＫ 

主寝室 

洋室 

洋室 

玄関 
物置 

便所 

洗面 脱衣 浴室 

WIC 

ポーチ 

ホ
ー
ル 
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１階平面図（Ｂ棟） 

２階平面図（Ｂ棟） 

ＬＤＫ 

洋室 

洋室 

主寝室 

玄関 

物置 

ホール 

洗面 

脱衣 

浴室 

WIC 

便所 

ポーチ 家事室 

家事室 

便所 
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１階平面図（Ｃ棟） 

２階平面図（Ｃ棟） 

ＬＤＫ 

主寝室 

洋室 
洋室 

玄関 

物置 

便所 

ホール 

収納 

収納 

収納 

浴室 洗面脱衣 

ポーチ 

ホール 

ホール 
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買取型子育て支援住宅整備事業 財産取得に関する資料 

 

（１）事業概要売買仮契約締結者 

 ・事業概要 

  買取型子育て支援住宅整備に係る設計、施工を一括して行う事業者をプロポーザル 

方式において提案を募り、審査により優先交渉権者を選定し、業務内容等について基 

本協定で定め、設計及び調査を行ない、設計成果について町の確認を経て、買取予定 

価格を定め、本協定を締結する。その後、施工し、完成後に町の完成検査を経て、町 

が住宅を買取る事業である。 

 

・本協定締結者 

 本協定締結日 ：令和 ６年１０月２１日 

 本協定締結者名：武山・リウム・アカサカ共同企業体 

          代表企業 有限会社 武山工務店 

          構成企業 株式会社 リウムアーキテクツ 

               株式会社 アカサカシンイチロウアトリエ 

           

（２）設計概要 

① 施設整備場所 勇払郡厚真町字上厚真 18-1 の内 

② 施設用途等 地域優良賃貸住宅（子育て支援住宅） ２棟 

③ 規模・構造等 
木造 平屋建  延床面積： 102.37 ㎡ 

木造 平屋建  延床面積： 102.37 ㎡ 

 

（３）買取予定価格 

① 買取予定価格 
67,980,000 円 

（内、消費税相当額 6,180,000 円） 

② 価格に含まれる内容 

建築工事費一式、電気設備工事費一式 

機械設備工事費一式、外構工事費一式 

設計費一式、工事監理費一式 
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買取型子育て支援住宅整備事業（２工区） 

平面図（Ｄ・Ｅ棟） 

建設地：勇払郡厚真町字上厚真 18-1 の内 

ＬＤＫ 

主寝室 洋室 洋室 

玄関 土間 

ポーチ 

物置 

収納 

便所 

脱衣 

浴室 

洗面 
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区分 工事概要
契約金額
（税込）

工期

変更前

橋台下部工　　　　2基
鋼管杭　　　　　　A-1　4本　・　A-2　6本
構造物取壊し工　 95㎥
土留・仮締切工　  47枚
仮水路工　　　    　 1式

95,260,000円
令和6年9月2日

～
令和7年3月10日

変更後 概要変更なし 95,689,000円 工期変更なし

町道軽舞豊丘線官光橋架替工事（下部工）

現場発生土の運搬箇所の変更及び、仮設材（大型土のう）の数量変更　　　229,000円増

撤去工の実績による数量変更(アスファルト殻・コンクリート殻）　　　200,000円増

正楽寺

官光橋

町道軽舞豊丘線官光橋架替工事（下部工）

位 置 図

A-1
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区分 工事概要
契約金額
（税込）

工期

変更前

工事延長　L=105ｍ　SP1478～SP1583
路盤工　　　　　　　　　　t＝82cm　A＝630㎡
アスファルト安定処理　t＝5㎝　A＝630㎡
地盤改良工　        　　V=867㎥
函渠工　　　　        　　L=37.6ｍ

137,720,000円
令和6年9月20日

～
令和7年3月21日

変更後

工事延長　L=105ｍ　SP1478～SP1583
路盤工　　　　　　　　　　A=0㎡
アスファルト安定処理　A=0㎡
地盤改良工　        　　V=867㎥
函渠工　　　　        　　L=37.6ｍ

140,921,000円 工期変更なし

令和６年度 町道幌内左岸線道路改良舗装工事

　現場発生土を再利用し道路改良を予定していたが、凍土や不良土が試験により確認された為、品質に影響が出るこ
とから路盤工及びアスファルト安定処理の施工を減とした。（8,314,000円　減）
　仮設道路工の施工に伴い、盛土材に不良土が確認された為、盛土材の一部を購入土へ変更を実施する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11,515,000円　増）

山手橋

道路改良舗装工

幌内橋
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区分 工事概要
契約金額
（税込）

工期

工事延長　L=445.07m 契約締結日の翌日
工事幅員　W=10.5ｍ（車道8.0m、歩道2.5m）
舗装　t＝12㎝（3層） ～
路盤工　t＝70㎝
排水工　一式
地盤改良工　一式 令和7年2月28日

契約締結日の翌日

～

令和7年3月21日

工事により発生する産業廃棄物（アスファルト殻、コンクリート殻）について精査するもの（1,509千円の減）

外側線の施工を厳冬期に行うことが困難であるため工期を延長し施工するもの

工事概要 概要変更なし 182,138,000円

地区排水管渠の流末としての管渠として道路横断管渠を設置するもの（2,534千円の増）

公安委員会との協議に基づき起点交差点部において道路警戒標識および道路分離標の設置を行う
もの（826千円の増）

道路縁石について歩道部の排水を円滑に行うため排水穴のある縁石を設置するもの（735千円の増）

背後地や地権者との協議の結果取付道路を本工事に追加して施工するもの（692千円の増）

町道表町バイパス線道路改良舗装工事

工事概要 178,860,000円

町道表町バイパス線道路改良舗装工事

位 置 図
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1422

事業名 低所得世帯給付金支給事業

3 項 1 目 1 事業

地方債 ※その他 一般財源

１　支給対象
　令和６年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要
額(不足額給付時調整給付所要額)と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

２　支給見込人数
　８００人
　
３　支給額
　不足額給付時調整給付所要額－当初調整給付額（Ｒ６支給済）＝　不足額給付額
　※端数は１万円単位に切り上げ

４　支給開始時期
　令和７年６月以降（予定）

５　予算額内訳
　(１) 不足額給付金　１２,０００千円
　(２)　事務費（システム改修費等）４,２７５千円

補正予算説明資料

単位：千円

会計名 一般会計 款

　定額減税にかかる当初調整給付の算定に際し、令和５年所得等を基にした推計額
（令和６年分推計所得税額）を用いて算定したことにより、令和６年分所得税および
定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額と
の間で差額が生じた者に対して、その差額を支給するもの。

所管G 福祉G

※その他の内訳
予算額

財源内訳

国 道

　◆　補正の目的

別添資料 無

  ◆　事業の概要

16,275 16,275
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453

事業名 経営体育成事業

6 項 1 目 2 事業

地方債 ※その他 一般財源

１　事業採択件数
　２件

２　整備内容
　トラクター、コンバイン、アタッチメント（リバーシブルプラウ等）　１１台

３　事業費
　総事業費　　　　８３，５０１千円
　うち補助金　　　３７，７０５千円　(補助率：１／２以内)

補正予算説明資料

単位：千円

会計名 一般会計 款

　地域計画が策定されている地域において、省力化技術の導入や、化石燃料・化学肥
料の使用量の低減など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営発展を図ろうとす
る担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際、補助金を交付
することにより、主体的な経営確立を支援する。

所管G 農業G

※その他の内訳
予算額

財源内訳

国 道

　◆　補正の目的

別添資料 無

  ◆　事業の概要

37,705 37,705
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１　漁業機器等購入補助金
  　鵡川漁業協同組合に属する厚真町に居住する組合員に対し、漁獲に必要な機
　器（エンジン）を更新する際に必要な経費の一部を補助し、漁船の長寿命化を
　図る。
　（１）　補助対象者
　　　 厚真町に住所を有する鵡川漁業協同組合員
　（２）　補助要件
　　　 国の競争力強化型機器等導入緊急対策事業に採択されていること。
　　　 （省力・省コスト化に資する機器転換を図る場合、２分の１以内で補助）
　（３）　補助対象経費
　　　 組合員が保有する漁船（４．９ｔクラス）のエンジン更新に係る経費
　（４）　補助金額
　　　 対象経費の５％の額（エンジン１台あたり上限１，０００千円）
　（５）  補正額
　　　 １，７５０千円（３５，０００千円×０．０５）
 　　　※令和６年度、組合員が保有する漁船２隻のエンジンを更新し、２隻合わ
　　　　 せた経費は３５，０００千円

　◆　補正の目的

別添資料 無

  ◆　事業の概要

1,7501,750

  漁船に搭載しているエンジンについて、近年、物価高騰等の要因により値上がりし
ているため、組合員の負担軽減を目的とするとともに、脱炭素及びＧＸに資するエン
ジン更新に係る経費の一部を補助する。

所管G 経済G

※その他の内訳
予算額

財源内訳

国 道 地方債 ※その他 一般財源

事業名 漁業振興事業

補正予算説明資料

単位：千円

会計名 一般会計 款 6 項 3 目 1 事業 1212
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  企業版ふるさと納税の寄附金を受け、本町の地域資源を活用した新たな観光コンテ
ンツ開発及び既存コンテンツの情報発信力強化等により、交流人口の拡大及び地域経
済の活性化を図る。

頑張る「ふるさと厚真」応援寄
附金（企業版ふるさと納税）7,700 7,700

事業名 一般管理事業

１　事業名
  　資源活用型・情報発信事業補助金　７，７００千円
　　ア　森林を活用した「体感型企業研修コンテンツ」の開発
　　　多様な林業人材が集う強みを活かし、新たな体感型コンテンツを開発
　　イ　デジタル技術による情報発信
　　　厚真町版メタバース空間（インターネット上に構築された３次元の仮想空間）
　　を作成し、町の情報発信の新たなツールとして活用する。
　　　なお、デジタル技術導入による情報発信を行う上で、既存コンテンツとの接続
　　や観光情報等が必要であることから、町及び(一社）厚真町観光協会等と連携し
    ながら実施する。

２　補助団体
　　ＡＴＳＵＭＡＮＯＫＩ９６

　◆　補正の目的

別添資料 無

  ◆　事業の概要

予算額
財源内訳

国 道 地方債 ※その他 一般財源

1 事業 201

所管G 経済G

※その他の内訳

補正予算説明資料

単位：千円

会計名 一般会計 款 7 項 1 目

－42－



  ◆　事業の概要

起業化支援事業補助金
　（１）　補助対象者
      　ア　起業を予定している者または起業後３年経過していない者
　　　　イ　厚真町内に住所を有している個人または法人登記簿上の本社所在地を厚
　　　　　真町内に置く法人
　（２）　補助率
        １／２以内
　（３）　補助限度額
　　　　２，０００千円（空き店舗を活用した場合は、２，５００千円）
　（４）　補助対象期間
　　　　ア　事業計画の認定を受けた日から起算して次に迎える３月３１日まで
　　　　イ　複数年事業計画の認定を受けている場合は２年目、３年目ともに４月１
　　　　　日から３月３１日まで
　（５）　新規申請
　　　　１件　２,０００千円（１年度目１,４００千円、２年度目６００千円）

　
　

　◆　補正の目的

　起業に向けた取り組みを支援するため起業時における開業経費等の必要な経費の負
担を軽減することにより、新たな起業への取り組みを奨励し、それをもって地域経済
の活性化を図る。

別添資料 無

722 722

事業名 起業推進事業 所管G 経済G

予算額
財源内訳

国 道 地方債 ※その他 一般財源 ※その他の内訳

補正予算説明資料

単位：千円

会計名 一般会計 款 7 項 1 目 3 事業 1271
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　◆　補正の目的

別添資料 無

  ◆　事業の概要

13,41126,711 13,300

　国において令和６年度補正予算で新設された「新しい地方経済・生活環境創生交付
金（地域防災緊急整備型）」を活用し、不足している災害備蓄品の充足と震災の教訓
をもとにした新たな視点での資機材を導入し、大規模災害時における避難所の生活環
境の改善を図るもの。

所管G 情報防災G

※その他の内訳
予算額

財源内訳

国 道 地方債 ※その他 一般財源

１　防災備蓄品・資機材の購入　　２６，７１１千円
　　学校等を中心とした大型避難所５箇所を中心に、トイレ、キッチン（食事）、
　ベッド（住環境）と寒冷地における暖房設備の視点から避難所における生活環境
　の改善を図る。併せて、購入する資機材は平時における防災訓練や啓発活動等に
　おいて活用する。

　（１）　トイレ環境の改善　　６，２９４千円
　　　   「厚真町災害時備蓄計画」に則り、自動ラップシステム式簡易トイレの
　　　　不足分２０台の購入
　
　（２）　食事提供環境の向上　　３，８０１千円
　　　　　調理施設から避難所へ食事を運搬した際の保温・保冷の課題に対して
　　　　充電式保冷温庫１６台を導入することで、食事提供環境の向上を図る。
　
　（３）　避難所における居住空間の改善　　１０，８２６千円
　　　　　避難所におけるプライバシーの確保と感染症対策の目的から、プライベ
　　　　ートルームテントの不足分（６０張）の購入と、新たにテント式パーテー
　　　　ション（１６２張）を導入することで、居住空間のレイアウトを再構築す
　　　　る。
　
　（４）　大型避難空間における暖房施設の導入　　５，７９０千円
　　　　　冬期の停電時を含めた寒さ対策として、ダクトヒーター（１０台）を導
　　　　入し、効率的、効果的な暖房を実現する。

　
　

補正予算説明資料

単位：千円

会計名 一般会計 款 9 項 1 目 2 事業 1427

事業名 避難所生活環境向上事業
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１　対象事業補助率

農業用施設等の災害復旧事業

事業費が５０万円以下　　　　　　　　

事業費が５０万円を超え１００万円以下　

事業費が１００万円を超える　

２　事業実施主体 厚真町土地改良区

　

３　被災位置及び被災状況

別添のとおり

４　事業費

（１）　災害復旧事業費　　１３，１６４，０００円

（２）　補助金　　　　　　１１，６００，０００円

（３）　委託料 　　　　 　　　　５６７，０００円

1 目 1 事業 1106

一般財源 ※その他の内訳

補正予算説明資料

単位：千円

会計名 一般会計 款 15 項

事業名 農業施設等災害復旧事業 所管G 農業農村整備G

予算額
財源内訳

国 道 地方債 ※その他

12,167 12,167

  ◆　事業の概要

７５％

８５％

９０％

　◆　補正の目的

　令和６年８月２７日の大雨により農業施設等に被災された方に対し補助金の交付
等、緊急に必要な措置を実施するため、「災害復旧事業特別要綱」を制定し、被災者
の生活安定及び生産基盤の早期復旧を図ることを目的とする。

別添資料 有
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１．災害被災地域

２．災害復旧概要

戸数 面積（ha） 事業費 戸数 延長（m） 事業費 戸数 延長（m） 事業費 戸数 延長（m）箇所 事業費 戸数 事業費 補助金

水田 3 170 3,600 3 農道　70ｍ 1,700 6 5,300 3,755

畑 2 農道　80ｍ 2,200 2 2,200 1,870

計 0 0 0 0 0 0 3 170 3,600 5 農道　150ｍ 3,900 8 7,500 5,625

水田 12 24.17 35,198 10 1,542 8,600 16 2,050 9,220 15
農道　611ｍ
堰　　13箇所

10,803 53 63,821 56,555

畑 3 0.30 3,200 1 20 250 1 50 250 11 農道　489ｍ 2,647 16 6,347 5,166

計 15 24.47 38,398 11 1,562 8,850 17 2,100 9,470 26
農道1,100ｍ
堰　　13箇所

13,450 69 70,168 61,721

水田 2 1,010 10,004 2 10,004 8,982

畑 1 2.59 2,844 1 50 316 2 3,160 2,618

計 1 2.59 2,844 3 1,060 10,320 4 13,164 11,600

16 27.06 41,242 11 1,562 8,850 23 3,330 23,390 31
農道1,250ｍ
堰 13箇所

17,350 81 90,832 78,946

（１件(戸）当り） ７５％

８５％

９０％

（算出例）

令和６年８月２７日の大雨災害による農業施設等災害復旧概要

幌内、富里、高丘、桜丘、朝日、本郷、幌里、宇隆、美里、豊沢、軽舞

　　　　　　（単位：箇所、m、ha、千円）

区　分 被災種別

農　　　地 水　路　工 明・暗きょ排水 その他農道、堰等 合　　　　計

第１回

第２回

第３回

補正後計

３．災害復旧対策補助（農業施設等被災に対する災害復旧特別要綱）

・事業費　　５０万円の場合（５０万円×７５％＝３７万５千円）

・事業費　１００万円の場合（５０万円×７５％＋５０万円×８５％＝８０万円）

・事業費　１５０万円の場合（５０万円×７５％＋５０万円×８５％＋５０万円×９０％＝１２５万円）

　　　◎　災害復旧にかかる事業費に対し、累進加算的に補助率を嵩上げする。

・事業費 ５０万円以下の部分

・事業費 ５０万円を超え１００万円以下の部分

・事業費 １００万円を超える部分
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令和６年８月２７日の大雨災害による

農業施設等災害復旧 概要位置図

高丘地区

農 地 21.76ha 32,350千円

水路工 1,382m 7,950千円

明きょ排水 2,865m 19,973千円

他 5,559千円

計 65,832千円

桜丘・朝日・本郷・幌里地区

農 地 0.01ha 200千円

水路工 20m 250千円

明きょ排水 60m 900千円

他(農道350m) 4,704千円

計 6,054千円

幌内・富里地区

農 地 2.50ha 2,848千円

水路工 160m 650千円

明きょ排水 120m 913千円

他(堰×1農道269m) 6,318千円

計 10,729千円

宇隆・美里地区

農 地 - -千円

水路工 -m -千円

明きょ排水 265m 1,404千円

他(堰×1農道20m) 283千円

計 1,687千円

豊沢・軽舞地区

農 地 2.79ha 5,844千円

水路工 -m -千円

明きょ排水 20m 200千円

他(農道110m) 486千円

計 6,530千円
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